
（単位：百万円）

金　　　額 金　　　額

1,396,877 2,540,534

現 金 7,922 137,724

預 け 金 1,388,954 1,262,976

241,891 122,940

295,418 1,016,893

国 債 262,407 251,469

社 債 10,221 51,364

そ の 他 の 証 券 22,789 30,797

1,002,388 358

手 形 貸 付 10,324 269

証 書 貸 付 891,957 5,161

当 座 貸 越 100,106 3

36,660 15,962

前 払 費 用 834 7

未 収 収 益 5,537 1,714

金 融 派 生 商 品 8,112 7,318

金融商品等差入担保金 7,750 1,282

そ の 他 の 資 産 14,426 59

6,170 57

建 物 2,610 11

リ ー ス 資 産 6 458

建 設 仮 勘 定 2,819 4,005

その他の有形固定資産 734 2,880,041

73,231

ソ フ ト ウ ェ ア 2,602 87,550

ソ フ ト ウ ェ ア 仮 勘 定 25,542 128,350

の れ ん 12,727 83,350

その他の無形固定資産 32,359 45,000

850 △ 27,602

8,489 80

4,005 △ 27,682

△ 1,570 繰 越 利 益 剰 余 金 △ 27,682

188,297

255

△ 4,179

△ 3,924

184,373

3,064,414 3,064,414

第　33　期　　決　算　公　告

東 京 都 港 区 西 新 橋 一 丁 目 ３ 番 １ 号

株 式 会 社 Ｓ Ｍ Ｂ Ｃ 信 託 銀 行

代 表 取 締 役 社 長 藏 原 文 秋

貸 借 対 照 表
（平成30年3月31日現在）

平成30年6月19日

そ の 他 資 本 剰 余 金

利 益 剰 余 金

利 益 準 備 金

支 払 承 諾

負 債 の 部 合 計

資 本 金

資 本 剰 余 金

資 本 準 備 金

賞 与 引 当 金

役 員 賞 与 引 当 金

退 職 給 付 引 当 金

役 員 退 職 慰 労 引 当 金

睡眠預金払戻損 失引 当金

預 金

資 産 除 去 債 務

そ の 他 の 負 債

普 通 預 金

定 期 預 金

そ の 他 の 預 金

債券貸借取引受 入担 保金

未 決 済 為 替 借

その他有価証券評価差額金

株 主 資 本 合 計

そ の 他 利 益 剰 余 金

繰 延 税 金 資 産

科　　　　　　目 科　　　　　　目

そ の 他 負 債

（負 債 の 部）（資 産 の 部）

現 金 預 け 金

コ ー ル ロ ー ン

有 価 証 券

（ 純 資 産 の 部 ）

信 託 勘 定 借

金 融 派 生 商 品

当 座 預 金

資 産 の 部 合 計

純 資 産 の 部 合 計

貸 倒 引 当 金

貸 出 金

そ の 他 資 産

有 形 固 定 資 産

無 形 固 定 資 産

前 払 年 金 費 用

支 払 承 諾 見 返

未 払 法 人 税 等

未 払 費 用

前 受 収 益

リ ー ス 債 務

負債及び純資産 の部 合計

繰 延 ヘ ッ ジ 損 益

評 価 ・ 換 算 差 額 等 合 計
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損　益　計　算　書

50,688

1,730

24,934

貸 出 金 利 息 13,626

有 価 証 券 利 息 配 当 金 762

コ ー ル ロ ー ン 利 息 2,128

預 け 金 利 息 8,418

そ の 他 の 受 入 利 息 △ 1

19,305

受 入 為 替 手 数 料 386

そ の 他 の 役 務 収 益 18,918

4,369

外 国 為 替 売 買 益 4,313

そ の 他 の 業 務 収 益 55

348

そ の 他 の 経 常 収 益 348

57,878

3,470

預 金 利 息 3,153

コ ー ル マ ネ ー 利 息 △ 20

債 券 貸 借 取 引 支 払 利 息 13

借 用 金 利 息 0

金 利 ス ワ ッ プ 支 払 利 息 270

そ の 他 の 支 払 利 息 53

2,630

支 払 為 替 手 数 料 159

そ の 他 の 役 務 費 用 2,471

57

そ の 他 の 業 務 費 用 57

50,764

955

貸 倒 引 当 金 繰 入 額 232

そ の 他 の 経 常 費 用 722

7,189

-

448

固 定 資 産 処 分 損 139

減 損 損 失 309

7,638

△ 6,086

4,241

△ 1,844

5,793

（単位：百万円）

法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税

法 人 税 等 調 整 額

法 人 税 等 合 計

科　　　　　目 　金　　　　　額

経 常 費 用

資 金 調 達 費 用

役 務 取 引 等 費 用

資 金 運 用 収 益

そ の 他 業 務 費 用

経 常 収 益

信 託 報 酬

役 務 取 引 等 収 益

そ の 他 業 務 収 益

そ の 他 経 常 収 益

当 期 純 損 失

営 業 経 費

そ の 他 経 常 費 用

経 常 損 失

特 別 利 益

特 別 損 失

税 引 前 当 期 純 損 失

平成 29年 4月    1日    から 

平成 30年 3月  31日   まで 
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記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。 

重要な会計方針 

1． 有価証券の評価基準及び評価方法 

有価証券の評価は、満期保有目的の債券については移動平均法による償却原価法（定額法）、

その他有価証券のうち時価のあるものについては決算日の市場価格等に基づく時価法（売却原

価は移動平均法により算定）により行っております。ただし時価を把握することが極めて困難

と認められるものについては移動平均法による原価法により行っております。 

なお、その他有価証券の評価差額については、全部純資産直入法により処理しております。 

2． デリバティブ取引の評価基準及び評価方法 

デリバティブ取引の評価は、時価法により行っております。 

3． 固定資産の減価償却の方法 

(1) 有形固定資産（リース資産を除く） 

有形固定資産は、定額法を採用しております。また、主な耐用年数は次のとおりでありま

す。 

建物      5年～20年 

   その他    3年～20年 

(2) 無形固定資産 

無形固定資産は、定額法により償却しております。なお、自社利用のソフトウェアについ

ては、行内における利用可能期間（5年）に基づいて償却しております。 

(3) リース資産 

所有権移転外ファイナンス ・リース取引に係る「有形固定資産」中のリース資産は、リー

ス期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法により償却しております。 

4． 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準 

外貨建資産及び負債は、決算日の為替相場による円換算額を付しております。 

5． 引当金の計上基準 

(1) 貸倒引当金 

貸倒引当金は、予め定めている償却・引当基準に則り、次のとおり計上しております。 

破産、特別清算等法的に経営破綻の事実が発生している債務者に係る債権及びそれと同

等の状況にある債務者に係る債権については、帳簿価額から担保の処分可能見込額及び保

証による回収可能見込額を控除し、その残額を計上しております。また、現在は経営破綻

の状況にないが、今後経営破綻に陥る可能性が大きいと認められる債務者に係る債権につ

いては、債権額から、担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、そ

の残額のうち、債務者の支払能力を総合的に判断し必要と認める額を計上しております。 
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上記以外の債権については、過去の一定期間における貸倒実績等から算出した貸倒実績

率等に基づき計上しております。  

すべての債権は、自己査定基準に基づき、営業部門等の第一次査定部署が資産査定を実

施し、当該部署から独立した審査部が査定結果を審査したうえで、資産監査部署が査定結

果を監査しております。 

(2) 賞与引当金 

賞与引当金は、従業員への賞与の支払いに備えるため、従業員に対する賞与の支給見込

額のうち、当事業年度に帰属する額を計上しております。 

(3) 役員賞与引当金 

役員賞与引当金は、役員への賞与の支払いに備えるため、役員に対する賞与の支給見込

額のうち、当事業年度に帰属する額を計上しております。 

(4) 退職給付引当金 

退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債

務及び年金資産の見込額に基づき、必要額を計上しております。また、退職給付債務の算

定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、給

付算定式基準によっております。なお、数理計算上の差異の損益処理方法は次のとおりで

あります。 

数理計算上の差異：各事業年度の発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数

（主として 15年）による定額法により按分した額を、それぞれ発 

生の翌事業年度から損益処理 

(5) 役員退職慰労引当金 

役員退職慰労引当金は、役員への退職慰労金の支払いに備えるため、役員に対する退職

慰労金の支給見積額のうち、当事業年度末までに発生していると認められる額を計上して

おります。 

(6) 睡眠預金払戻損失引当金 

睡眠預金払戻損失引当金は、負債計上を中止した預金について、預金者からの払戻請求

に備えるため、将来の払戻請求に応じて発生する損失を見積り必要と認める額を計上して

おります。 

6． ヘッジ会計の方法 

金利リスク・ヘッジ 

金融資産・負債から生じる金利リスクに対するヘッジ会計の方法として、「銀行業における

金融商品会計基準適用に関する会計上及び監査上の取扱い」（日本公認会計士協会業種別監査

委員会報告第 24号。）に規定する繰延ヘッジを適用しております。当該ヘッジについては、金

利インデックス及び一定の金利改定期間毎にグルーピングしてヘッジ対象を識別し、金利スワ

ップ取引をヘッジ手段として指定しております。ヘッジ有効性評価の方法については、ヘッジ

対象とヘッジ手段に関する重要な条件がほぼ同一となるようなヘッジ指定を行っているため、
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高い有効性があるとみなしており、これをもって有効性の判定に代えております。 

個別ヘッジについても、当該個別ヘッジに係る有効性の評価をしております。また、一部の

資産については金利スワップの特例処理を行っております。 

7． のれん等の償却方法及び償却期間 

のれん及び企業結合により識別された無形固定資産は、20年で均等償却しております。 

8． 消費税等の会計処理 

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。 

9． 連結納税制度の適用 

当行は、当事業年度より株式会社三井住友フィナンシャルグループを連結納税親会社とする連

結納税制度を適用しております。 

 

注記事項 

(貸借対照表関係) 

1． 貸出金のうち、破綻先債権額はございません。延滞債権額は 1,016百万円であります。 

なお、破綻先債権とは、元本又は利息の支払の遅延が相当期間継続していることその他の事由

により元本又は利息の取立て又は弁済の見込みがないものとして未収利息を計上しなかった貸

出金（貸倒償却を行った部分を除く。以下「未収利息不計上貸出金」という。）のうち、法人税

法施行令（昭和 40 年政令第 97 号）第 96 条第１項第 3 号イからホまでに掲げる事由又は同項

第 4 号に規定する事由が生じている貸出金であります。 

また、延滞債権とは、未収利息不計上貸出金であって、破綻先債権及び債務者の経営再建又は

支援を図ることを目的として利息の支払を猶予した貸出金以外の貸出金であります。 

2． 貸出金のうち、3カ月以上延滞債権額はございません。 

なお、3カ月以上延滞債権とは、元本又は利息の支払が、約定支払日の翌日から 3月以上遅延

している貸出金で破綻先債権及び延滞債権に該当しないものであります。 

3． 貸出金のうち、貸出条件緩和債権額は 5百万円であります。 

なお、貸出条件緩和債権とは、債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の減

免、利息の支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行った

貸出金で破綻先債権、延滞債権及び 3カ月以上延滞債権に該当しないものであります。 

4． 破綻先債権額、延滞債権額、3 カ月以上延滞債権額及び貸出条件緩和債権額の合計額は 1,022

百万円であります。 

 なお、上記 1から 4に掲げた債権額は、貸倒引当金控除前の金額であります。 

5． ローン・パーティシペーションで、「ローン・パーティシペーションの会計処理及び表示」（日

本公認会計士協会会計制度委員会報告第３号）に基づいて、原債務者に対する貸出金として会

計処理した参加元本金額のうち、貸借対照表計上額は、398,319百万円であります。 
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6． 担保に供している資産は次のとおりであります。 

担保に供している資産 

  有価証券 250,391 百万円 

 担保資産に対応する債務 

  債券貸借取引受入担保金 251,469百万円 

上記のほか、為替決済等の取引の担保として、有価証券 5,007百万円及び現金預け金 10百万

円を差し入れております。また、その他の資産には、保証金 3,530百万円が含まれております。 

7． 当座貸越契約及び貸付金に係るコミットメントライン契約は、顧客からの融資実行の申し出を

受けた場合に、契約上規定された条件について違反がない限り、一定の限度額まで資金を貸し

付けることを約する契約であります。これらの契約に係る融資未実行残高は 112,750 百万円で

あります。このうち契約残存期間が１年以内のものが 104,614百万円あります。 

なお、これらの契約の多くは、融資実行されずに終了するものであるため、融資未実行残高

そのものが必ずしも当行の将来のキャッシュ・フローに影響を与えるものではありません。こ

れらの契約の多くには、金融情勢の変化、債権の保全及びその他相当の事由があるときは、当

行が実行申し込みを受けた融資の拒絶又は契約極度額の減額をすることができる旨の条項が付

けられております。また、契約時において必要に応じて不動産・有価証券等の担保を徴求する

ほか、契約後も定期的に予め定めている社内手続に基づき顧客の業況等を把握し、必要に応じ

て契約の見直し、与信保全上の措置等を講じております。 

8． 有形固定資産の減価償却累計額              1,582百万円 

9． 取締役との間の取引による取締役に対する金銭債権総額    132百万円 

10．関係会社に対する金銭債権総額             443,743百万円 

11．関係会社に対する金銭債務総額                   119,580百万円 

12．銀行法第 18条の定めにより剰余金の配当に制限を受けております。 

13．銀行法施行規則第 19条の 2第 1項第 3号ロ (10) に規定する単体自己資本比率（国内基準）は、

14.32％であります。 
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（損益計算書関係） 

1. 関係会社との取引による収益 

資金運用取引に係る収益総額  7,939 百万円 

役務取引等に係る収益総額  479 百万円 

その他業務・その他経常取引に係る収益総額  0 百万円 

関係会社との取引による費用      

資金調達取引に係る費用総額  324 百万円 

役務取引等に係る費用総額 1,209 百万円 

その他業務・その他経常取引に係る費用総額 611 百万円 

2. 当事業年度において、以下の資産について、回収可能価額と帳簿価額との差額を減損損失とし

て特別損失に計上しております。 

地域 用途 種類 減損損失額 

首都圏 営業用店舗 建物附属設備等 191百万円 

近畿圏 営業用店舗 建物附属設備等  96百万円 

その他 営業用店舗 建物附属設備等  21百万円 

当行は、継続的な収支の管理・把握を実施している各営業拠点（物理的に同一の資産を共有

する拠点）をグルーピングの最小単位としております。本部・事務システム部門が入居する拠

点については、原則、全社の共用資産としております。また、遊休資産については、物件ごと

にグルーピングの単位としております。 

当行では、投資額の回収が見込まれない場合（店舗の移転決定を含む）に、帳簿価額を回収

可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として特別損失に計上しております。 

回収可能価額は、使用価値をもとに算定しております。 
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（金融商品関係） 

1. 金融商品の状況に関する事項 

(1)金融商品に対する取組方針 

当行では預金・貸出業務、一般信託業務、不動産仲介業務などの金融サービスに係る事業を行

っております。うち、銀行業務としては、主に預金業務、貸付業務、内国為替業務及び外国為替

業務等を、信託業務としては、金銭信託業務、年金信託業務、投資信託業務、金銭信託以外の金

銭の信託業務、有価証券の信託業務及び包括信託を始めとするその他の信託業務を行っておりま

す。また、信託併営業務として不動産仲介業務、不動産コンサルティング業務、不動産鑑定業務

のほか、不動産アセットマネジメント業務等を、また、登録金融機関業務として、金融商品仲介

業務、不動産信託受益権売買業務、投資信託の受益証券の募集および私募の取扱い業務、有価証

券管理業務を行っているほか、銀行代理業務も行っております。 

当行では、これらの事業において、預け金、貸出金、債券等の金融資産を保有するほか、預金

等による資金調達を行っております。また、顧客のヘッジニーズに対応する目的のほか、預貸金

業務等に係る市場リスクをコントロールする目的でデリバティブ取引を行っております。 

 (2)金融商品の内容及びそのリスク 

 ①金融資産 

当行が保有する主な金融資産は、主として国内外の金融機関に対する預け金、コールロー

ン、貸出金及び有価証券であります。これらはそれぞれ預け先、貸出先及び発行体等の財務

状況の悪化等に起因して当該資産の価値が減少・滅失する信用リスクや金利、為替等の相場

が変動することにより損失を被る市場リスク、市場の流動性の低下により適正な価格で希望

する量の取引が困難となる市場流動性リスクに晒されております。これらのリスクにつきま

しては、後記の「(3)金融商品に係るリスク管理体制」で記載のとおり、適切に管理、運営し

ております。 

 ②金融負債 

当行が負う金融負債は、主として預金であります。預金は、主として国内の個人預金及び

法人預金であります。金融負債につきましても、金融資産と同様に、市場リスクのほか、市

場の混乱や信用力の低下等により資金の調達が困難となる資金流動性リスクに晒されており

ます。これらのリスクにつきましては、後記の「(3)金融商品に係るリスク管理体制」で記載

のとおり、適切に管理、運営しております。 

 ③デリバティブ取引 

当行が取り扱っているデリバティブ取引には、金利、通貨に係るスワップ取引、通貨に係

るオプション取引のほか、デリバティブが内包されている仕組預金や、これをヘッジする目

的で保有するデリバティブ内包型の仕組債及び、他行預け金があります。 

当行では、貸出金、預け金及び私募債に関わる金利リスクをヘッジ対象として、金利スワ

ップ取引をヘッジ手段として、ヘッジ会計を適用しております。これらの取引につきまして

は、定期的にヘッジの有効性を評価しております。 
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デリバティブ取引に係る主要なリスクとしては、市場リスク、取引相手の財務状況の悪化

等により契約が履行されなくなり損失を被る信用リスク、市場流動性リスク等があります。

これらのリスクにつきましては、後記の「(3)金融商品に係るリスク管理体制」で記載のとお

り、適切に管理、運営しております。 

 (3)金融商品に係るリスク管理体制      

当行は、リスク管理に関する基本的事項を「統合的リスク管理基本方針」として制定しており、

同基本方針に基づきリスク管理態勢を整備しております。取締役会はエグゼクティブ・コミッテ

ィによる統合的リスク管理体制の整備及び運用を監督し、エグゼクティブ・コミッティは統合的

リスク管理の運営を行うサブ・コミッティとしてリスクマネジメント委員会を設置しております。

また信用リスクに関する重要問題を協議・決定するための委員会として信用リスク委員会を、ま

た当行の資産と負債の管理に係る方針を決定するためにＡＬＭ委員会をそれぞれ設置しており

ます。 

① 信用リスクの管理 

当行は、信用リスクを「与信先の財務状況の悪化等のクレジットイベント（信用事由）に

起因して、資産（オフ・バランス資産含む。）の価値が減少ないし滅失し、銀行が損失を被る

リスク」と定義しており、クレジットポリシー及び関連する管理諸規程に従い、貸出金等に

ついて、与信ポートフォリオ管理に関する体制を整備し、与信リスクの適正水準でのコント

ロールに努めております。 

(ア) 信用リスクの管理体制 

当行では、投融資企画部が与信ポートフォリオの管理、運営方針等の企画・立案、実効性

の高い信用リスク管理体制の実現に努め、定期的にエグゼクティブ・コミッティ及び信用リ

スク委員会等に信用リスク管理の状況について報告する体制としております。審査部は個別

与信案件の審査等を担当し、本部監査室では、債務者信用格付や自己査定結果の正確性、信

用リスク管理状況の適切性等の監査を行っております。 

(イ) 信用リスクの管理方法 

個別与信あるいは与信ポートフォリオ全体のリスクを適切に管理するため、行内格付制度

により、与信先あるいは与信案件毎の信用リスクを適切に評価するとともに、信用リスクの

計量化を行うことで、信用リスクを定量的に把握、管理しております。また融資審査や債務

者モニタリングによる個別与信の管理に加え、与信ポートフォリオの健全性と収益性の中期

的な維持・改善を図るために、次のとおり適切な信用リスクの管理を行っております。 

・自己資本の範囲内での適切なコントロール 

信用リスクを自己資本対比許容可能な範囲内に収めるため、内部管理上の信用リスク資

本の限度枠として信用リスク資本極度を設定するとともに、必要な部門・部に対してリス

ク資本の上限を設定して、定期的にその遵守状況をモニタリングする体制としております。 

・集中リスクの抑制 

与信集中リスクは、顕在化した場合に銀行の自己資本を大きく毀損させる可能性がある
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ことから、特定の取引相手先に過度の信用リスクが集中しないよう、貸出時に個々の与信

先に対して一定の残高基準を設定し、貸出実行後、定期的にモニタリングする体制として

おります。 

・問題債権の発生の抑制・圧縮 

問題債権につきましては、信用リスク委員会等において定期的なレビューを実施するこ

と等により、対応方針や、アクションプランを明確化した上で、劣化防止・正常化の支援、

回収・保全強化策の実施等、早期の対応に努めております。 

② 市場リスク・流動性リスクの管理 

当行は、市場リスクを「金利・為替・株式などの相場が変動することにより、金融商品の

時価が変動し、損失を被るリスク」と定義しており、当該変動により生じるポジション・損

失額について限度枠を設定して管理することとしております。また流動性リスクを「運用と

調達の期間のミスマッチや予期せぬ資金の流出により、決済に必要な資金調達に支障を来し

たり、通常より著しく高い金利での調達を余儀なくされたりするリスク」と定義しており、

資金ギャップ枠等を定めることにより管理することとしております。当行は、市場リスク及

び流動性リスクを当行の業務計画の実施に必要な範囲で許容するが、マーケットの変動によ

る収益をあげることを目標としないこと、また市場リスク及び流動性リスクを許容するに当

たっては限度枠を設定し管理することを基本方針としております。 

(ア) 市場リスク・流動性リスクの管理体制 

当行では、市場取引を行う業務部門から独立したリスク統括部が、市場リスク・流動性リ

スクの状況をモニタリングするとともに、定期的に取締役会、エグゼクティブ・コミッティ

等に報告を行っております。 

(イ) 市場リスク・流動性リスクの管理方法 

・市場リスクの管理 

市場リスクにつきましてはポジション枠、損失ガイドラインを設定し、また流動性リス

クにつきましては、資金ギャップ枠を設定し、定量的な管理を行っております。また市場

リスクを自己資本対比許容可能な範囲内に収めるため、内部管理上の市場リスク資本の限

度枠として市場リスク資本極度を設定するとともに、必要な部門・部に対して上限枠を設

定して、定期的にその遵守状況をモニタリングする体制としております。 

・市場リスクに係る定量的情報 

当行において、主要なリスク変数である金利リスクの影響を受ける主たる金融商品は、

預け金、貸出金、有価証券、預金及びデリバティブ取引のうちの金利スワップ取引となっ

ております。当行では、これらの金融資産及び金融負債について、1ベーシス・ポイント（1bp）

の金利変動を仮定した場合に金利収益・費用に与える影響額を、金利変動リスクの管理に

あたっての定量的指標として利用しております。当該影響額の算定にあたっては、対象の

金融資産及び金融負債を、それぞれ金利期日に応じて残高を分解した上で、それらに一定

の金利変動幅を適用の上、金利以外のすべてのリスク変数が一定であることを仮定してお
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ります。上記仮定に基づく平成 30 年 3 月 31 日現在のポートフォリオ全体での影響額は 6

百万円と把握しております。当該影響額は金利を除くリスク変数が一定の場合を前提とし

ており、金利とその他のリスク変数との相関を考慮しておりません。また 1 ベーシス・ポ

イント（1bp）を超える金利変動が生じた場合には、算定額を超える影響が生じる可能性が

あります。 

・流動性リスクの管理 

当行では、「資金ギャップ枠の管理」、「コンティンジェンシー・プランの策定」等の枠組

みで流動性リスクを管理しております。 

資金ギャップとは運用期間と調達期間のミスマッチから発生する、今後必要となる資金

調達額であり、ギャップの管理を行うことで、短期の資金調達に過度に依存することを回

避することを目的としており、リスク統括部が流動性リスクに係る管理部署としてモニタ

リングを行い、定期的にエグゼクティブ・コミッティ及びＡＬМ委員会等に報告を行って

おります。またコンティンジェンシー・プランとして、市場環境の悪化、邦銀の信用力低

下、システムトラブル、風評リスクの高まり、その他当行内外の諸要因による預金の大量

流出を想定した緊急時のアクションプランを取り纏めております。以上のモニタリングに

よる管理のほか、流動性補完体制として、親会社である株式会社三井住友銀行からの資金

調達枠を確保しております。 

(4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 

金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定さ

れた価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、

異なる前提条件等によって算定した場合、当該価額が異なる場合もあります。 
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2. 金融商品の時価等に関する事項  

平成 30年 3月 31日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額は、次のとおりでありま

す。 

なお、時価を把握することが極めて困難と認められる優先出資証券は、次表には含めておりませ

ん。（（注２）参照）。 

    （単位：百万円） 

  貸借対照表計上額 時価 差額 

(1) 現金預け金 1,396,847 1,397,439 592 

(2) コールローン 241,891 241,891 - 

(3)  有価証券          

 満期保有目的の債券 262,407 263,404 996 

   その他有価証券 32,510 32,510 - 

(4) 貸出金 1,002,388   

 貸倒引当金 (*1) △ 1,492   

  1,000,896 1,000,222 △ 674 

資産計 2,934,553 2,935,468 915 

(1) 預金 2,540,534 2,540,062 △ 471 

(2) 債券貸借取引受入担保金 251,469 251,469 - 

(3) 信託勘定借 51,364 51,364 - 

負債計 2,843,367 2,842,895 △ 471 

デリバティブ取引 （*2）    

 ヘッジ会計が適用されていないもの (2,246) (2,246) - 

 ヘッジ会計が適用されているもの (5,602) (5,602) - 

デリバティブ取引計 (7,849) (7,849) - 

(*1) 貸出金に対応する一般貸倒引当金及び個別貸倒引当金を控除しております。なお、現金預け金に

対する貸倒引当金につきましては、重要性が乏しいため、貸借対照表計上額から直接減額してお

ります。 

(*2) その他資産、その他負債に計上しているデリバティブ取引を一括して表示しております。なお、

デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務と

なる項目につきましては、（ ）で表示しております。 
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 (注１) 金融商品の時価の算定方法 

資産 

(1) 現金預け金  

満期のない現金預け金については、当該取引の特性により、時価は帳簿価額と近似している

と想定されるため、帳簿価額をもって時価としております。また、満期のある預け金について

は、期間に基づく市場金利で割り引いた現在価値を算定するなどしております。一部の預け金

につきましては、デリバティブを内包する仕組預け金となっており、一体経理するものにつき

ましては当該預け金の取引先である金融機関から提示された時価評価額をもとに時価を算出

しております。 

(2) コールローン 

コールローンは、約定期間が短期間であり、時価は帳簿価額と近似していると想定されるた

め、帳簿価額をもって時価としております。 

(3) 有価証券 

市場価格のある有価証券につきましては、その市場価格を時価としております。市場価格のない

有価証券につきましては、将来キャッシュ・フローの見積額を、無リスク金利に信用リスクを加味

したレート等にて割り引いた現在価値をもって時価としております。 

(4) 貸出金 

変動金利による貸出金につきましては、原則として時価は帳簿価額と近似していると想定さ

れるため、当該帳簿価額をもって時価としております。固定金利による貸出金は、原則として

将来キャッシュ・フローの見積額に対して、同様の新規貸出に適用されるレートにて割り引い

た現在価値をもって時価としております。また、破綻先、実質破綻先及び破綻懸念先に対する

債権等につきましては、担保及び保証による回収見込み額等に基づいて貸倒見積額を算定して

いるため、時価は決算日における貸借対照表計上額から貸倒引当金を控除した金額に近似して

おり、当該価額を時価としております。なお、金利スワップの特例処理の対象とされた貸出金

については、ヘッジ手段である金利スワップと一体として処理しており、その時価は変動金利

による貸出金の時価算定方法に準じて算定しております。 

 

負債 

(1) 預金 

要求払預金については、当該取引の特性により、決算日に要求された場合の支払額（帳簿価

額）を時価とみなしております。定期預金については、期間に基づく市場金利等で割り引いた

現在価値をもって時価としております。一部の預金につきましては、デリバティブを内包する

仕組預金となっており、一体経理するものにつきましては当該預金のカバー取引先である金融

機関から提示された時価評価額をもとに時価を算出しております。 

(2) 債券貸借取引受入担保金 

約定期間が短期間であり、時価は帳簿価額と近似していると想定されるため、当該帳簿価額
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をもって時価としております。 

(3) 信託勘定借 

信託勘定借は決算日に要求された場合の支払額（帳簿価額）を時価とみなしております。 

 

デリバティブ取引 

デリバティブ取引は、金利関連取引（金利スワップ）、通貨関連取引（為替予約、為替スワッ

プ、通貨オプション）であり、割引現在価値やオプション価格計算モデル等により算出した価額

によっております。 

 

(注２) 時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の貸借対照表計上額は次のとおり

であり、金融商品の時価等に関する事項の「（３）その他有価証券」には含めておりません。 

  （単位：百万円） 

 区分 貸借対照表計上額 

有価証券  

 優先出資証券 500 

合計 500 
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(注 3) 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額 

    

（単位：百万円） 

 
1 年以内 

1 年超 

3 年以内 

3 年超 

5 年以内 

5 年超 

10 年以内 
10 年超 

預け金 1,364,537 853 7,222 15,210 1,130 

コールローン 241,891 - - - - 

有価証券 2,498 260,588 8,834 16,919 5,301 

満期保有目的の債券 2,000 260,000 - - - 

その他有価証券のうち満期があるもの 498 588 8,834 16,919 5,301 

貸出金（*） 107,190 169,162 405,277 72,390 147,700 

合計 1,716,117 430,604 421,334 104,520 154,132 

（*）貸出金のうち、実質破綻先及び破綻懸念先に対する債権等、償還予定額が見込めない 1,016 百万円、 

   期間の定めのないもの 99,955 百万円は含めておりません。 

 

(注 4) 預金及びその他の有利子負債の決算日後の返済予定額 

   
 

（単位：百万円） 

  1 年以内 
1 年超 

3 年以内 

3 年超 

5 年以内 

5 年超 

10 年以内 
10 年超 

預金（*） 2,487,282 8,319 12,130 26,630 6,172 

債券貸借取引受入担保金 251,469 - - - - 

信託勘定借 51,364 - - - - 

合計 2,790,115 8,319 12,130 26,630 6,172 

（*）預金のうち、要求払預金については、「1年以内」に含めて開示しております。 

 

（有価証券関係） 

1． 満期保有目的の債券（平成 30年３月 31日現在）  

   （単位：百万円） 

 
種類 

貸借対照表 

計上額 
時価 差額 

時価が貸借対照表計上額を

超えるもの 

国債 260,407 261,404 996 

小計 260,407 261,404 996 

時価が貸借対照表計上額を

超えないもの 

国債 2,000 2,000 △0 

小計 2,000 2,000 △0 

合計 262,407 263,404 996 
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2． その他有価証券（平成 30年 3月 31日現在） 

   （単位：百万円） 

 
種類 

貸借対照表 

計上額 

取得原価または

償却原価 
差額 

貸借対照表計上額が取得原価を

超えるもの 

債券 10,221 10,000 221 

 社債 10,221 10,000 221 

その他 11,085 10,792 293 

外国債券 11,085 10,792 293 

小計 21,306 20,792 514 

貸借対照表計上額が取得原価を

超えないもの 

債券 - - - 

 社債 - - - 

その他 11,204 11,350 △ 145 

外国債券 11,204 11,350 △ 145 

小計 11,204 11,350 △ 145 

合計 32,510 32,142 368 

  

（注）時価を把握することが極めて困難と認められるその他有価証券 

 （単位：百万円） 

 貸借対照表計上額 

その他 500  

合計 500  

これらについては、市場価格がない優先出資証券であり、時価を把握することが困難と認められる 

ことから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。 
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（税効果会計関係） 

繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳は、それぞれ次のとおりであります。 

繰延税金資産   

連結納税に伴う時価評価益 14,096 百万円 

資産調整勘定  4,982  

繰延ヘッジ損益  1,715  

繰越欠損金  1,574  

その他  3,263  

繰延税金資産小計 25,632  

評価性引当額 △ 6,588  

繰延税金資産合計 19,043  

繰延税金負債   

  無形固定資産 △ 9,908  

  その他 △ 645  

繰延税金負債合計 △ 10,554  

繰延税金資産の純額 8,489 百万円 

 

（１株当たり情報） 

１株当たりの純資産額        42,698円 82銭 

１株当たりの当期純損失金額         1,341円 75銭 

 

（関連当事者との取引に関する事項） 

親会社及び法人主要株主等 

 

(注) 預け金、コールローン、預金及び貸出金の取引金額には、期中平均残高を記載しております。なお、取引条件

は市場金利等を勘案して合理的に決定しております。 

  

 

 

 

 

種類 会社等の名称
議決権等の所有

・被所有割合（％）
関連当事者
との関係

取引の内容
取引金額

（百万円）
科目

期末残高
（百万円）

親会社  株式会社 （被所有） 資金の貸付 預け金 267,759 預け金 183,756

 三井住友銀行   直接　 100％ 役員の兼任 預け金利息の受取 5,815 未収収益 928

職員の派遣 コールローン 257,247 コールローン 241,891

コールローン利息の受取 2,125 未収収益 49

預金 79,169 預金 110,430

預金利息の支払 39 未払費用 8

債権譲受 382,811 - -

親会社の  SMBC Aviation  なし 資金の貸付 貸出金 69,327 貸出金 101,330

子会社  Capital Limited 貸出金利息の受取 2,875 未収収益 342
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（重要な後発事象） 

共通支配下の取引等 

当行は、平成 30年 4月１日を効力発生日とする吸収分割により、株式会社三井住友銀行（以下、

「三井住友銀行」）が外貨両替コーナーにおいて営む個人向け外貨両替事業及びＳＭＢＣインター

ナショナルビジネス株式会社（以下、「ＳＭＢＣインターナショナルビジネス」）が三井住友銀行

より委託を受けて外貨両替コーナーにおいて行う個人向け外貨両替業務に係る事業を承継いたし

ました。吸収分割による企業結合の概要は、以下のとおりであります。 

 

1. 取引の概要 

 (1) 結合当事企業の名称及び当該事業の内容 

 ①結合当事企業の名称  三井住友銀行  

  事業の内容      外貨両替コーナーにおいて営む個人向け外貨両替事業 

 ②結合当事企業の名称  ＳＭＢＣインターナショナルビジネス 

   事業の内容      三井住友銀行より委託を受けて外貨両替コーナーに 

                              おいて行う個人向け外貨両替業務に係る事業 

 (2) 企業結合日 

 平成 30年 4月１日 

 (3) 企業結合の法的形式 

 当行を承継会社とする吸収分割 

  (4) 結合後企業の名称 

 株式会社ＳＭＢＣ信託銀行 

2. 実施した会計処理の概要 

「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第 21 号 平成 25 年 9 月 13 日）及び「企業結

合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第 10 号 平成

25年 9月 13日）に基づき、共通支配下の取引として処理しております。 
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（単位：百万円）

金　　額 金　　額

457,949 57,141

799,883 799,883

248,019 138,963

7,139,596 248,764

317,830 7,138,196

100 664,467

403 70

51,364

32,338

9,047,485 9,047,485

1. 記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

2．共同信託他社管理財産　 17,516 百万円

3．元本補てん契約のある信託については、取扱残高はありません。

＜参考＞

　上記（注）2．共同信託他社管理財産には、当行と三井住友信託銀行が職務分担型共同受託方式により

受託している信託財産（以下「職務分担型共同受託財産」という。）17,516 百万円を含んでおります。

　上記信託財産残高表に職務分担型共同受託財産を合算した信託財産残高表は次のとおりであります。

（単位：百万円）

金　　額 金　　額

457,949 74,657

817,406 799,883

248,019 138,963

7,139,596 248,764

317,830 7,138,196

100 664,467

403 70

51,364

32,338

△6

9,065,002 9,065,002

現 金 預 け 金

そ の 他

合　　計 合　　計

無 形 固 定 資 産 包 括 信 託

そ の 他 債 権 そ の 他 の 信 託

銀 行 勘 定 貸

受 託 有 価 証 券 金銭信託以外の金銭の信託

金 銭 債 権 有 価 証 券 の 信 託

有 形 固 定 資 産 金 銭 債 権 の 信 託

資　　産 負　　債

有 価 証 券 金 銭 信 託

信 託 受 益 権 投 資 信 託

銀 行 勘 定 貸

現 金 預 け 金

合　　計 合　　計

（注）

有 形 固 定 資 産 金 銭 債 権 の 信 託

無 形 固 定 資 産 包 括 信 託

そ の 他 債 権 そ の 他 の 信 託

信 託 受 益 権 投 資 信 託

受 託 有 価 証 券 金銭信託以外の金銭の信託

金 銭 債 権 有 価 証 券 の 信 託

信 託 財 産 残 高 表
（ 平成30年3月31日現在 ）

資　　産 負　　債

有 価 証 券 金 銭 信 託
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